
教育職員免許状申請手続きについて（検定用）※「実習の教科」は除く 

【申請の前にご確認ください】 

□ 免許状は，毎月１日付けで交付され，その月の中旬から下旬に発送されます。 

（例）４月２日～５月１日の間に不備がない状態で必要書類が全て提出された場合，５月１日に交付 

され，５月中旬から下旬に発送されます。 

※ 岡山県の教員採用試験の合格者で、３月末までに授与された免許状が必要である場合は、 

その旨を申し出てください。３月末日付けで授与します。 

□ 特別支援学校教諭免許状に教育領域を追加する場合は、その免許を授与された都道府県教育委員

会に申請すること。 

【申請書類の提出方法】 

申請に必要な書類をすべて整えて，岡山県教育庁教職員課まで郵送又は直接ご持参ください。 

直接持参される場合は事前に，お名前，手続き（申請）名，来庁日時をご連絡ください。 

提 出 先： 〒７００－８５７０ （所在地記載不要） 岡山県教育庁教職員課 給与免許班 

電話番号： ０８６－２２６－７５７９ 

受付時間： 閉庁日を除く ８：３０～１７：００ 

なお、申請時点で、岡山県内の学校に勤務している場合は、学校及び経由機関を通じて申請願います。 

【申請書類の流れ及び経由機関での事務処理】 

経
由
機
関 所  属 

書 類 
教 育 職 員 免 許 状 

授 与 ・検 定 ・交 付 申 請 書 
実 務 に 関 す る 証 明 書 

欄 経 由 印 実 務 証 明 責 任 者 

A 県 立 学 校 各 学 校 
－ 

(県外学校の場合は都道府県教育委員会) 

B 市 立 学 校 所 轄 の市 教 育 委 員 会 所 轄 の 市 教 育 委 員 会 

C 町村(組合)立 小・中学校 所 轄 の 教 育 事 務 所 
所轄の町村 (組合 )教育委員会 

B 町 村 (組 合 )立 幼 稚 園 所轄の町村(組合)教育委員会 

A 
国 立 学 校 

各 学 校 
学 （ 部 ） 長 

私 立 学 校 理 事 長 

 

 

A … 学校 ➡ 教職員課 

B … 学校 ➡ 市町村（組合）教育委員会 ➡ 教職員課 

C … 学校 ➡ 町村（組合）教育委員会 ➡ 教育事務所 ➡ 教職員課 



【手数料】 1通につき６，０００円必要となります。 

 電子納付（クレジットカード決済）で納付する場合 

申請書類の郵送と併せて、岡山県電子申請サービスにより電子納付の申出を行ってください。 

〇電子納付の申出手続はこちら 

〇紙申請＋電子納付（クレジットカード決済）による教員免許状申請の流れ 
 

 収納専用窓口（POSレジ）で納付する場合 

   申請内容の確認が完了次第、メールにて岡山県手数料等（POS）納付連絡票を送付します。 

   送付された連絡票を収納専用窓口（POSレジ）に持参して、手数料をお支払いください。 

   〇収納専用窓口（POS レジの設置拠点）はこちら 

〇紙申請＋収納専用窓口（POSレジ）での納付による教員免許状申請の流れ 

 

 

 

https://apply.e-tumo.jp/pref-okayama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=33359
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/878989_8363163_misc.pdf
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/878989_8363171_misc.pdf
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/878989_8363165_misc.pdf


必要書類等(上進・検定用)… 教員歴・他の教科・特別支援学校・隣接学校・
栄養教諭・特別支援学校教諭免許の領域の追加

（１） 必要書類は、申請する免許状１通につき一部ずつ提出願います。

（２） ③・⑤・⑦以外は原本を提出願います。

（３）『教員歴』… 同一の学校種（及び教科）（栄養教諭を含む。）の免許状所有者が、上位の
免許状を取得する場合（特別支援学校の上位の免許状を取得する場合は除く。）
※保育士が特例制度（H27.4.1～ R7.3.31）を使って幼稚園教諭免許状を取得
する場合もこれに該当する。

『他の教科』… 中・高の免許状所有者が、同一の学校種の他の教科の免許状を取得する場合
『特別支援』… 基礎となる免許での経験年数が３年以上ある者が、特別支援学校の免許状を

取得する場合
『領域の追加』… 取得済みの岡山県で授与された特別支援学校教諭免許状に新たに教育領域を

追加する場合
『隣接学校』… 基礎となる免許及び取得しようとする学校種での経験年数が３年以上ある者

が、隣接する学校種の免許状を取得する場合

（４） 免許状が未更新（期限切れ）により失効している場合にあっては、失効した免許状の原本
又は写し、授与証明書のいずれかを添付することで、★印の書類（⑩）の提出を省略する
ことができます。（岡山県で授与された免許状に限る）

特 領
教 他 隣 栄

別 域
の 接 養 必 要 書 類 備 考

員 支 の
教 学 教

援 追
歴 科 校 諭

学 加
校

教 育 職 員 免 許 状 様式第１号・様式第７号・様式第６号（1）・様式
① ○ ○ ○ ○ ○ ○

授与･検定･交付申請書 第６号（2）の４枚が必要。

『教員歴』の場合は、上進する所有免許状を取
得後に修得した単位についての③であること。

申 請 免 許 状 用 に 1 大学で修得したもの。（開封無効）
※平成３１年４月１日から運用されている新法
に基づいたものを取得すること。

② △ ○ ○ ○ ○ ○ 作 成 さ れ た （学力に関する証明書）
2 認定講習又は公開講座で修得したもの。
（単位修得証明書）

学力に関する証明書 ※ 原則として原本を提出のこと。原本を提出
しない場合は、Ａ４用紙にコピーし、表面
に、所属長の原本証明を付すること。

(単位修得証明書 )
◎『教員歴』の場合で、平成６年３月３１日まで
に基礎となる免許での教員歴が１５年以上の場合
は不要。

Ａ４の用紙にコピーすること。
③ ○ ○ ○ ○ 基 礎 と な る ※免許状の裏面にも記載がある場合は、両面コ

免 許 状 の 写 し ピーすること。
※幼保特例制度による申請の場合は保育士証の写し

③の免許状を岡山県以外で授与されている場合の
④ △ △ △ △ △ △ 教 育 職 員 免 許 状 み。

授 与 証 明 書 （当該免許状を授与している教育委員会が１年以
内に発行したもの）



教 他 特 領 隣 栄
員 の 別 域 接 養
歴 教 支 の 学 教 必 要 書 類 備 考

科 援 追 校 諭
学 加
校

栄養士・管理栄養士 Ａ４の用紙にコピーし所属長の原本証明を付すこ
⑤ ○

免 許 証 の 写 し と。

管理栄養士学校指定規則別表第１に掲げる教育内
容に係る科目についての単位修得証明書

単 位 修 得 証 明 書
⑥ △ （ 履 修 証 明 書 ） ※管理栄養士養成施設修了＋栄養士免許＋学校

栄養職員としての勤務歴を利用し栄養１種免
を申請する者

※栄養二種免から栄養一種免への上進で、管理
栄養士免許証を受けていない者

栄養教諭免申請者で、教諭・養護教諭の普通免許
⑦ △ 普通免許状の写し

を受けている者

原本を提出すること。
特別支援学校教諭 （岡山県以外で授与されている場合は、当該都道

⑧ ○ 府県に申請すること。）
免許状 ※該当免許状を紛失している場合は、先に再交

付の手続きを行うこと。

⑨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人物に関する証明書 所属の学校長が詳細に記入すること。

実務証明責任者が異なる勤務歴を有する場合は、
⑩ ○ ○ ○ ○ ○ 実務に関する証明書 実務証明責任者ごとに「実務に関する証明書」を
★ 作成すること。

申請から３か月以内に医療機関で各検査を受け、
発行されたもの。
【！】発行された「身体に関する証明書」のコピ
ーに所属長の原本証明を付したものは無効。

⑪ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体に関する証明書 【現在岡山県内の学校（園）に勤務している場合】
申請から１年以内の受診結果がわかる「職員健
康診断票の写し」に所属長の原本証明を付した
ものでも可。

【岡山県内の学校に採用予定の場合】
採用時に受けた健康診断書の写しに所属長の原
本証明を付したものでも可。

教員歴が１２年未満の場合のみ。
（１２年未満：申請免許状に係る教員歴のみ。）
(養一種免申請の場合は勤務歴５年未満の場合の

⑫ △ 卒 業 証 明 書 み。）
（栄養一種免申請の場合は勤務歴９年未満の場合
のみ）

◎一種免申請者のみ必要。

※全ての提出書類の姓名・本籍地が一致していな
い場合のみ必要。

⑬ △ △ △ △ △ △ 戸 籍 抄 本 等 本籍地のある市町村役場で６ヶ月以内に発行され
た、姓名、本籍地の異動日及び異動内容が記載さ
れたもの。
免許状に記載の氏名、本籍地から現在の氏名、本
籍地まで、全ての異動をたどれるもの。

※幼保特例による幼稚園一種
　免許申請の場合は、学士の

　確認ができるもの 



教 他 特 領 隣 栄
員 の 別 域 接 養
歴 教 支 の 学 教 必 要 書 類 備 考

科 援 追 校 諭
学 加
校

岡山県内の学校及び経由機関を経由せず（＝岡山
免 許 状 の 県内の学校に勤務していない）、免許申請をする

⑭ △ △ △ △ △ △ 場合のみ。
送 付 用 封 筒 ※ 角形２号の封筒に申請者本人の宛先を記入

し、次の特定記録郵便料金分の切手を貼付
したもの。

２通まで … ２８０円 ３通以上 … ３００円

その他授与権者が 免許申請に当たり、提出された書類等で確認でき
⑮ △ △ △ △ △ △ ない事項等が発生した際に、別途提出を求める場

必要と認める書類 合があります。

○ … 必要なもの △… 該当者のみ必要なもの



第１号様式 
 

教育職員免許状  授与 ・検定 ・交付申請書 

  年     月     日 

岡 山 県 教 育 委 員 会 殿  

 氏      名
ふ り が な

  

 生 年 月 日 昭和 ・ 平成      年     月     日 

 本 籍 地 都 道 府 県 

 現 住 所  

 連 絡 先 ℡  

 メールアドレス  

私は，次の教育職員免許状を 授与 ・ 検定 ・ 交付 していただきたいので，必要な書類を添えて申請します。 

 

免許状の種類     高等学校  教諭   一種  免許状 

教科・事項・領域 外国語（英語） 

 

手数料の 

納付方法 

☑電 子 納 付    □窓 口 納 付 
 

□代 表 納 付 
 

本申請における手数料の支払について、代表納付者に委任します。 
 

代表納付者   職・氏名 

 

以下は記入しないでください。 

根 拠 規 定 免許法            第     条      第     項 （                                  ） 

授

与

条

件 

基

礎

資

格 

     年     月     日  
 
 
 
 
経験      年   

卒業 ・ 修了 

短期大学士 

学士 

修士 

年     月     日  修了 

年     月     日  免許取得   経験      年 

介護

等の 

体験 

□ 実   施 （特別支援学校：     日， 社会福祉施設等：     日） 

□ 適用除外 
（□ 特例法第２条第３項，特例法施行規則第     条 第     項 該当） 

（□ 特例法附則第２項 該当） 

修

得

単

位

数 

旧
課
程 

教科 教職 
教科又は 

教   職 

特別支援 

教   育 
養護 

養護又は 

教   職 
栄養 

栄養又は 

教   職 
合計 

         

新
課
程 

教科及び教職 特別支援教育 養護及び教職 栄養及び教職 合計 

     

所要資格等を 

取得した年度 
年度 判 定  審 査  授 与 年 月 日 年     月     日 

備考 
 

  

 

 

 

 

記 

令和 ○○   ○○   ○○ 

岡山
おかやま

 桃
もも

子
こ

 

 ５５    １１   １８ 

岡山 

岡山市北区内山下 2 丁目４番６号 

０８６－２２６－７５７９ 

 kyosyoku@pref.okayama.lg.jp 

メールアドレスも必ず記入し、 

電話番号は日中に連絡のつく 

番号を記入すること 

受 付 

第     号 

△△市 

教育委員会 

〇 － １１ － ６ 

経由印を押印

受付番号不要 

手数料の納付方法について、いずれかを選択してください。 

電子納付による納付の場合、岡山県電子申請サービスにより電子納付の申出を行ってください。 

※「代表納付」は大学の一括申請の際にのみ選択可 

 



○「検定」（２カ所）に○をすること。

○ 申請年月日
記入した年月日を記入すること。

○ 氏 名
ふ り が な

戸籍簿に記載されているものを楷書で自署等し、ふりがなを付けること。

※ 日本国籍でない場合
中国・韓国・朝鮮の場合 → 通称名でなく本名を漢字で記入のこと。

上記以外の場合 → 通称名でなく本名をカタカナ(ふりがな不要)で
記入のこと。

○ 生 年 月 日
戸籍簿に記載されているものを記入すること。
昭和か平成に○をすること。

○ 本 籍 地
都道府県名のみ記入すること。（※ 日本国籍でない場合は、国籍を記入のこと。）

○ 現 住 所
申請時の現住所を記入すること。
※ アパート名等は省略して、棟及び号室のみ記入すること。

○ 連絡先ＴＥＬ
平日昼間に連絡が取れる電話番号を記入すること。

○ メールアドレス
必ず受信・確認ができるメールアドレスを記入すること。
迷惑メールブロック等の設定をしている場合、メールの受信ができるよう、
「okayama.lg.jp」ドメインを許可する設定を行ってください。

○ 免許状の種類
正式名称を記入すること。（省略して記入しないこと。）

（例）幼稚園教諭二種免許状 高等学校教諭専修免許状
養 護 教 諭 一 種 免 許 状 特別支援学校教諭二種免許状
特別支援学校自立教科教諭一種免許状 栄養教諭一種免許状

○ 教科・事項・領域
申請免許状が中学校・高等学校・特別支援学校の場合にのみ記入すること。

※「理科」以外は『科』を付けない。

（例） 国語 地理歴史 外国語（英語） 保健体育

特別支援学校教諭申請の場合
（例） 知的・肢体・病弱

のように複数領域を申請・追加する場合は申請・追加する全ての名
称を記入すること。

○ 経 由 印
学校に勤務している場合は、所轄の経由機関が受付印を押すこと。

所 属 押 印 す る 経 由 機 関

県 ・ 国 ・ 私 立 学 校 各 学 校

市 立 学 校 所 轄 の 市 教 育 委 員 会

町村(組合)立小・中学校 所 轄 の 教 育 事 務 所

町 村 ( 組 合 ) 立 幼 稚 園 所轄の町村(組合)教育委員会



第７号様式 

誓     約     書 

 

私は，教育職員免許法第５条第１項第３号から第６号までに規定する者に該当

しないことを誓約します。 

 

年     月     日 

 

現 住 所 
 

 

氏 名  

 

備   考     

 

 教育職員免許法第５条第１項 第３号 禁錮
こ

以上の刑に処せられた者 

     第４号  免許状がその効力を失い，当該失効の日から 

３年を経過しない者 

第５号 免許状取上げの処分を受け，当該処分の日か

ら３年を経過しない者 

第６号 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲

法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し，

又はこれに加入した者 

（注）  「禁錮以上の刑に処せられた者」には次の期間にある者も含まれます。 

    ・禁錮以上の刑に付された執行猶予の期間 

    ・禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処せられる 

ことなく１０年を経過するまでの間 

 

令和 ○○    ○○    ○○ 

岡山市北区内山下 2丁目４番６号 

岡山 桃子 

「教育職員免許状授与・検定・交付申請書」と一致すること。 



様式第６号（１）

履 歴 書

現 住 所 岡山市北区内山下２－４－６

氏 名 岡 山 桃 子

生 年 月 日
昭和

５ ５ 年 １ １ 月 １ ８ 日
平成

１ 学 業

修業 備 考
学校種別 学 校 名 修 業 期 間

年数 (卒･修･中)

小 学 校
兵庫県△△市立□□小学校

S.６２ 年 ４ 月 １ 日から
６

( 国 民 学 校 ) H. ５ 年 ３ 月３１日まで 卒 業

中 学 校 津 山 市 立 ○ ○ 中 学 校 ５ 年 ４ 月 １ 日から
３

( 高 等 科 ) 岡 山 市 立 △ △ 中 学 校 ８ 年 ３ 月３１日まで 卒 業

高 等 学 校 ８ 年 ４ 月 １ 日から 退 学
岡 山 県 立 ○ ○ 高 等 学 校 平成10年度

( 中 等 学 校 ) ９ 年 ８ 月３１日まで 大検合格

大 学 １１ 年 ４ 月 ８ 日から H○.○～○.○

○ ○ 短 期 大 学 △ △ 学 科 ２ 休学留学
(師範，高専) １４ 年 ３ 月２５日まで 卒 業

○○大学大学院△△研究科 １８ 年 ４ 月 ８ 日から
大 学 院 ２

（××専攻） ２０ 年 ３ 月２５日まで 修 了

１６ 年 ４ 月 ８ 日から ３年次
大 学 ○○大学△△学部××学科 ２ 編入学

１８ 年 ３ 月２５日まで 卒 業

年 月 日から

年 月 日まで

２ 免 許 状

免 許 状 の 種 類 教 科 授 与 年 月 日 免 許 状 番 号 授 与 権 者

中学校教諭 S・H・R 平１３中二 岡山県
家 庭

二種免許状 14 ．3 ．25 第１２３号 教育委員会

S・H・R
栄 養 士 免 許 証 第△△△△△号 岡 山 県 知 事

△ ．△．△

S・H・R
保 健 師 免 許 証 第△△△△△号 厚 生 労 働 大 臣

△ ．△．△

S・H・R

． ．

S・H・R

． ．

現 住 所

氏 名 「教育職員免許状授与・検定・交付申請書」と一致すること。

生年月日

【１ 学 業】

○ 学 校 名

・正式名称を記入すること。（省略して記入しないこと。）

・転校している場合は、入学時と卒業時の学校名を記入すること。

á左記（中学校欄）参照
・大学・短大は学部・学科まで記入すること。

・大学院及び専攻科の場合は、必ず専攻名を括弧書きすること。

á左記（大学院欄）参照
○ 修業年数

・その学校の所定の修業年数を記入すること。（在学年数を記入しないこと。)

á左記（短期大学欄）参照

・中退している場合は記入は不要。á左記（高等学校）参照

○ 修業期間

・入学年月日及び卒業（修了・退学）年月日を和暦で記入すること。

※ 具体的な月日がわからない場合は、『４月１日から３月３１日まで』と

記入すること。

○ 備 考

・卒業又は修了の場合 …『卒業』又は『修了』と記入すること。á左記参照

・退学の場合 …『退学』と記入すること。á左記（高等学校欄）参照

・大検(大学入学資格検定)合格の場合

…『（元号）○年度大検合格』と記入すること。á左記（高等学校欄）参照

・休学した場合 …『休学』及びその期間・理由を記入すること。

á左記（短期大学欄）参照

・編入学した場合 …『○年次編入学』と記入すること。á左記（大学欄）参照

【２ 免 許 状】

・教員免許状を所有してない場合

→「免許状の種類の欄」に『なし』と記入すること。

・教員免許状を所有している場合

á 左記参照（「免許状の種類」等省略して記入しないこと。）

・保健師又は看護師免許証を所有し、養護教諭免許状を申請する場合

á 左記参照（「免許状の種類」等省略して記入しないこと。）

・栄養士又は管理栄養士免許証を所有し、栄養教諭免許状を申請する場合

á 左記参照（「免許状の種類」等省略して記入しないこと。）



様式第６号（２）
朱書き

３ 勤務記録

発 令 年 月 日 事 項 発 令 者

Ｈ.14．４．１ ☆☆☆株式会社 入社 ☆ ☆ ☆ 株 式 会 社

Ｈ.16．３． 31 同 社 退職 ☆ ☆ ☆ 株 式 会 社

Ｈ.20．４．１ 岡山県倉敷市立倉敷中学校非常勤講師（週１５ 岡山県教育委員会

時間勤務）を命ずる

ただし期間は平成２１年３月３１日までとする

Ｈ.21．４．１ 岡山県倉敷市立岡山小学校講師を命ずる 岡山県教育委員会

ただし期間は平成２１年９月３０日までとする

Ｈ.21． 10．１ 岡山県倉敷市立岡山小学校講師を命ずる 岡山県教育委員会

ただし期間は平成２１年３月３０日までとする

Ｈ.22．４．１ 岡山県倉敷市立岡山北養護学校講師を命ずる 岡山県教育委員会

ただし期間は平成２２年９月１２日までとする

Ｈ.23．４．１ 岡山県倉敷市立学校教員に任命する 岡山県教育委員会

岡山県倉敷市立白坂中学校教諭に補する

Ｈ.27．４．１ 岡山県倉敷市立梅ヶ丘中学校教諭に補する 岡山県教育委員会

Ｈ.28．８． 28 育児休業を承認する 岡山県教育委員会

育児休業の期間は平成２８年８月２８日から

平成２９年６月１０日までとする

Ｈ.29．６． 11 職務に復帰した 岡山県教育委員会

４ 賞 罰

年 月 日 事 項 官 庁

Ｈ □．□．□ のため△△賞を受く ☆ ☆ ☆

５ 身上異動

年 月 日 事 項

Ｈ ×．×．× 婚姻により、備前から岡山に、兵庫県から岡山県に異動

上記のとおり相違ありません。

令和 ○ 年 １１月 １日

氏 名 岡 山 桃 子

上記の履歴事項に相違ないことを証明する。

倉敷市立梅ヶ丘中学校
所 属 長 校長 倉 敷 一 郎 印

【３ 勤務記録】

・勤務歴がない場合 →「事項」の欄に『なし』と記入すること。

・勤務歴がある場合 á 左記参照

① 民間歴がある場合は、正式採用のものについては記入すること。

② 給与に関する事項は除き、その他の辞令について文面どおり記入す
ること。

③ 退職・休職・育休等については、朱書きすること。

④ 行が足りないときは、同じ様式を使って続きを作成し、それぞれの
用紙に記名・押印し、証明を受けること。あるいは、付け紙をし、
申請者本人の印又は所属長印で契印すること。
※契印…書類の一体性が分かるように、貼り合わせた部分に、２枚

にまたがるように押印すること。

【４ 賞 罰】

・賞罰がない場合 →「事項」の欄に『なし』と記入すること。

・賞罰がある場合 á 左記参照

【５ 身上異動】

・提出書類の氏名及び本籍地がすべて一致している場合

→「事項」欄に『なし』と記入すること。

・提出書類の氏名及び本籍地がすべて一致していない場合 á左記参照

※ 本籍地ではなく、住民票のみの異動の場合は、記入不要。

【証 明 欄】

・日付は、「教育職員免許状授与・検定・交付申請書」と一致すること。

・申請時に学校に勤務している場合には、その所属長が証明をすること。

（※ 所属名及び職名も必ず記入のこと。）



実 務 に 関 す る 証 明 書

現 住 所 岡 山 市 北 区 内 山 下 ２ － ４ － ６

氏 名 岡 山 桃 子

昭和
生 年 月 日 ５５ 年 １１ 月 １８ 日

平成

勤 務 内 容

勤 務 期 間 在 職 年 数 職 名 勤 務 先 担当 担 当 週時
その他

学年 教 科 間数

Ｈ２０ 年 ４月 １日から 非常勤
１ 年 月 日 倉敷市立倉敷中学校 １ 家 庭 １０

２１ 年 ３月３１日まで 講師
２１ 年 ４月 １日から 専 科

年１１月３０日 講 師 倉敷市立岡山小学校 5 ･ 6 １４
２１ 年 ３月３０日まで (家庭)
２２ 年 ４月 １日から 倉敷市立

年 ５月１２日 〃 小４ 全教科 ２６ 知的
２２ 年 ９月１２日まで 岡山北養護学校
２３ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 教 諭 倉敷市立白坂中学校 １ 家 庭 ２０
２４ 年 ３月３１日まで
２４ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 〃 ２ 〃 ２０
２５ 年 ３月３１日まで
２５ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 〃 ３ 〃 ２０
２６ 年 ３月３１日まで
２６ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 〃 ３ 〃 ２０
２７ 年 ３月３１日まで
２７ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 倉敷市立梅ヶ丘中学校 １ 〃 １８
２８ 年 ３月３１日まで
２８ 年 ４月 １日から

年 ４月２７日 〃 〃 ２ 〃 １８
２８ 年 ８月２７日まで
２９ 年 ６月１１日から

年 ９月２１日 〃 〃 ３ 〃 １８
３０ 年 ３月３１日まで
３０ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 〃 １ 〃 １９
３１ 年 ３月３１日まで
３１ 年 ４月 １日から

１ 年 月 日 〃 〃 ２ 〃 １９
Ｒ ２ 年 ３月３１日まで
○ 年 ４月 １日から

年 ７月 １日 〃 〃 中２ 〃 ２０
○ 年１１月 １日まで

年 月 日から
年 月 日

年 月 日まで
年 月 日から

年 月 日
年 月 日まで

在 職 年 数 １１ 年 ３ 月 １ 日

頭書の者は，上記の（ 学校，官庁，その他 ）において（ 教育職員，事務職員，その他 ）

として良好な成績で勤務したことに相違ありません。
○を付すること。

令和 ○ 年 １１ 月 １ 日

申請時に学校に勤務している場合は一致のこと。 倉敷市立梅ヶ丘中学校

所 属 長 校 長 倉 敷 一 郎 印

上記のとおり相違ないことを証明します。

令和 ○ 年 １１ 月 ２ 日

実務証明責任者 倉 敷 市 教 育 委 員 会 印



【記入上の注意】
① 記入する勤務歴は、次のとおりとする。

1 所有している免許状の上位の免許状を申請する場合
Ý 基礎となる免許状を取得後の勤務歴を記入すること。

2 特別支援学校教諭の免許状を申請する場合
Ý 基礎となる免許状を取得後の勤務歴を記入すること。

3 教育実習の単位を教員としての経験年数 (栄養教諭の場合、食に
関する指導を行う特別非常勤講師の在職年数 )で代替する場合
Ý 代替対象の期間について記入すること。

4 学校栄養職員歴を利用して栄養教諭免許状を申請する場合
Ý 管理栄養士又は栄養士免許取得後の学校栄養職員としての
勤務歴を記入すること。

② 一行に一年度を記入のこと。（まとめて記入しないこと。）
ただし、育休及び期限付き講師等で年度中に勤務期間が切れている場
合は、その期間ごとに行をかえて記入すること。

③ 盲・聾・養護学校・特別支援学校での勤務内容・担当学年については
小３、中２の様に担当学部がわかるように記入すること。

④ 平成 19 年 4 月 1 日以降の特別支援学校での勤務経験については、勤
務内容のその他の欄に、知的・肢体・病弱等の対象学部を記入するこ
と。

⑤ 休職期間は、除いて記入すること。

⑥ 行が足りないときは、同じ様式を使って続きを作成し、それぞれの用
紙に記名・押印し、証明を受けること。あるいは、付け紙をし、所属
長印で契印すること。
※契印…書類の一体性が分かるように、貼り合わせた部分に、２枚

にまたがるように押印すること。

⑦ 岡山県外の学校又は国立・私立学校（園）での勤務歴がある場合は、
それぞれの最終勤務校（園）の校（園）長及び実務証明責任者（⑧参
照）が左記の様式に証明したものも提出すること。また、県内の市町
村（組合）立学校に勤務する場合でも、市町村（組合）教育委員会を
またいで異動している場合は、それぞれの実務証明責任者が所管の学
校における勤務歴を証明したものを提出すること。

⑧『実務証明責任者』欄は、次の者が証明すること。

所 属 学 校 実 務 証 明 責 任 者

－
県 立 学 校 (県 外学校の場合は所轄の

都 道 府 県 教 育 委 員 会 )

所轄の市町村 (組合 )
市町村 (組合 )立学校

教 育 委 員 会

国 立 学 校 学 （ 部 ） 長

私 立 学 校 理 事 長


